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「特定のイデオロギーや党派的主張を繰り返す会員は、 

今度の法案で解任できる」と、坂井担当相 
日本学術会議を国の特別機関から特殊法人に移行する法案を可決した 9日の衆院内閣委員会。日

本維新の会の三木圭恵氏は 4月の同会議総会で法案について「これまでとは違う人が入ってくる。

右に立っている人が入ってくる状態を許していいのか」と述べた会員の発言に苦言を呈しました。

そして、「左派であろうと右派であろうといろいろな人が入って学術を究明していくことが必要

だ」と強調しました。 

 発言を巡っては 7日の同委で学術会議について「一定の政治的考えを持つ人を排除していたとの

疑念が生じる」（自民党の平沼正二郎衆院議員）などと疑問視する声が上がり、北海道大の宇山智

彦教授が 8日、フェイスブック（FB）で自身の発言だと明らかにしました。 

 宇山氏は FBで「学術会議の法人化を中心的に唱えてきたのは、日本会議や統一教会とつながり

のある政治家たちであり、その人々が自分たちと同じ政治的立場を持つ人を学術会議の会員にしよ

うと考えていても全くおかしくない」などと主張しました。 

 法案を所管する坂井学内閣府特命担当相は、宇山氏の発言について「今までは右に立つ人が（学

術会議の会員に）入っていなかったが、今後入ってくる認識を持っているからだと思う」と指摘。 

その上で「法案で議論している選考方式が、この人がいうような右側に立つ人だけではなく幅広く

ダイバーシティーを確保するもので、いろいろな人が入ってくる。適切な選考方法だと評価されて

いることかと思う」と語りました。 

維新の三木氏、野党共闘統一候補を応援した広渡清吾氏の名をあげ、攻撃 

また、法案を巡っては今年 2月に広渡清吾氏ら学術会議の歴代 6会長が石破茂首相に撤回を求め

る共同声明を明らかにしています。 

会長退任後の広渡氏は、平成 29年の衆院選で共産党の機関紙やユーチューブチャンネルなどに

登場し野党統一候補を応援した経緯があり、三木氏は「声明に『共産党と一緒に統一候補を掲げて

戦う』という人の名前を載せてしまうこと自体、学術会議の自浄能力の限界を感じる。（共同声明

に）広渡氏の名前を消した方がいいと思う」と指摘しました。 

 坂井氏は、共同声明の政治的中立性を問われ、「なかなか難しい。政治的勢力から独立して学術

的な活動していただくのが望ましい」と述べ、「（法案が成立すれば）党派的な主張を繰り返す会員

は、学術会議は解任できる。どのような場合が該当するかは学術会議で判断されるべき」とメリッ

トを挙げました。 

坂井学内閣府担当相は 9日の衆院内閣委員会での「特定のイデオロギーや党派的主張を繰り返す

会員は、今度の法案で解任できる」との発言は、新法で、学識にかかわらず会員に対する違憲の思

想選別が行われうることを示した極めて重大な発言です。発言と法案の撤回を強く求める声が研究

者から起きています。 
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 同法案は、現行法にはない「会員の解任」規定を新設。解任の要件は「会議の業務に関し著しく

不適当な行為をしたとき」（32条 2項）とされ、違法・不正行為にとどまらず「不適当」という広

範・不明確なものとなっています。坂井氏の答弁にある「特定のイデオロギーや党派的主張を繰り

返す」ことは「不適当」にあたるものとみられます。同氏は「業務以外の業務を行った場合には罰

則の対象となる」（57条 5項）こともあげています。 

 これに対し、研究者からは「学問の自由どころか、言論の自由が危ない」と厳しい批判の声があ

がります。イデオロギー的な主張や業務外業務の解釈は伸縮自在であり、解任や罰則規定の狙いが

政府に都合の悪い活動をさせないことにあると明確になっています。 

 会員を思想選別して解任や処罰の可能性を示すことは思想・信条の自由、表現の自由を萎縮させ

る重大な違憲性を帯びます。 

 

日本学術会議解体法案(日本学術会議法案)の廃案を求める 

FAX要請行動の呼びかけ    2025年 5月 21日 憲法会議 

日本学術会議は、戦前の学術研究が国家権力に従属させられていたために軍国主義や戦争を止め

られなかったという深い反省に立ち、科学こそが「文化国家の基礎」であるという確信に基づき、

「わが国の平和的復興、人類社会の福祉」に貢献することを使命として、科学者の総意に基づいて

設立されました。 

そして「国の特別機関」として、政府から「独立して」、科学的・客観的見地から、政府からの

諮問への答申、政府への勧告、提言等を行うなど、憲法に立脚して、日本の学術の発展に寄与する

とともに、平和で民主的な国づくりを科学の立場から支えてきました。 

政府が今国会に提出した「学術会議法案」は、日本学術会議を解体・廃止し、政府による権力的介

入・統制が可能となる新たな「科学者の代表機関」を作ろうとするものであり、断じて容認できま

せん。 

坂井学内閣担当相は、９日の衆院内閣委員会で「特定のイデオロギーや党派的主張を繰り返す会

員は、今度の法案で解任できる」と、学識にかかわらず会員に対する違憲の思想選別が行われうる

ことを示す、極めて重大な発言を行いました。 

日本学術会議は「政府からの独立性の確保に懸念される点がある」として法案の修正を求めてい

ましたが、国会は重く受け止めるべきなのに、政府・与党は応じませんでした。 

法案は、9日衆院内閣委員会で、そして 13日に衆院本会議で、与党と日本維新の会が賛成し、立

憲、国民民主、れいわ、共産などが反対しましたが賛成多数で可決されました。 

参院に送られた法案は、審議入りが 28日という情報が流れています。 

そこで憲法会議は、稀代の悪法である日本学術会議の解体法案(日本学術会議法案)の廃案を求め

る参院内閣委員会の委員長・理事への FAX要請行動を呼びかけます。 

 

◆要請案文(どうぞ、ご自分の思いを伝える要請文を作成してください) 

①法案は、「軍事目的のための科学研究は行わない」との意志のもと、積極的には行われなかった

大学や研究機関における軍事研究が進み、軍事化の動きが官・民・学一体となって加速され、日本

の平和主義が決定的に破壊されることになりかねません。 

日本学術会議解体法案(日本学術会議法案)の廃案を求めます。 

②日本学術会議を解体・廃止し、政府による権力的介入・統制が可能となる新たな「科学者の代表

機関」を作ろうとする日本学術会議解体法案(日本学術会議法案)の廃案を求めます。 

◆送付先 添付別紙 第２１７通常国会 参議院内閣委員会 委員名簿 

        ・委員長・理事とともに、それぞれの都道府県選出等に送りましょう。 



◆送付日時 参院での審議入りが 28日と流れています。できるだけ、28日まで送付し、その後、

審議状況を見て取り組んでください。 

 

 

見づらいようでしたら、添付した名簿をご活用ください 


